
 

 

 

東京都市計画地区計画の決定（杉並区決定） 

都市計画玉川上水・放射５号線周辺地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 玉川上水・放射５号線周辺地区 

   位   置  ※ 杉並区久我山一丁目、久我山二丁目、久我山三丁目及び上高井戸二丁目各地内 

   面   積  ※ 約３４．２ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、杉並区の南西部、京王井の頭線久我山駅の南に位置しており、地区内を東西に横断する国の史跡である玉川上水を中

心に、北側には比較的ゆとりのある低層住宅地や駅から連続した商店街、南側には企業・都営住宅・学校等の大規模敷地が集積し

ている。 

 玉川上水に並行する東京都市計画道路放射第５号線（以下「放射５号線」という。）は、史跡・玉川上水の保全等、地域の環境

に配慮した道路として整備が進められている。また、「東京都防災都市づくり推進計画」の骨格防災軸として位置付けられている。 

本地区においては、放射５号線の整備に伴う沿道環境の変化、東西に都市計画の土地区画整理事業を施行すべき区域が指定され

た後背の住宅地の土地利用、狭あいな道路の拡幅等がまちづくりの課題となっている。 

「杉並区まちづくり基本方針(杉並区都市計画マスタープラン)」では、放射５号線整備に伴う沿道は、都市計画道路整備周辺地

区に位置付けられ、防災環境の向上や地区計画による景観形成、周辺の住環境に配慮した高さ制限等のきめ細かな土地利用の誘導

を行い、中層住宅を中心とする良好な市街地の形成を図るとされている。また、土地区画整理事業を施行すべき区域を含む後背の

住宅地については、一戸建てを中心とした落着きのあるみどり豊かな低密度住宅地の形成を図るとされている。さらに、現在建替

え事業が進められている一団地の住宅施設（都営久我山一丁目第２団地）については、魅力ある景観形成に貢献する土地利用の誘

導を図るとされている。加えて、「杉並区景観計画」においては、玉川上水を中心に１００ｍの区域を「水とみどりの景観形成重

点地区」として定め、地域のシンボルである玉川上水の樹木が良好なまちなみの背景となるよう意識し、地域のまちづくりに寄与

するよう努める等とされている。 

これらの方針等を踏まえて区では、「玉川上水・放射５号線周辺地区まちづくり計画」を策定し、地区計画制度の活用を柱に、

放射５号線沿道等の適正な土地利用や良好な景観形成、安全・安心等、総合的なまちづくりに取り組むこととした。 

 こうした背景を踏まえ、放射５号線整備に伴う新たな道路環境に即した適正な土地利用や、土地区画整理事業を施行すべき区域

等、本地区における従来からの課題に対応した、一体的・総合的なまちづくりを進めるため、以下の目標を定め、地区計画を策定

する。 

１ 「玉川上水のみどりと景観を活かし、住環境と交通環境が調和したまち」の形成 

２ 「身近な生活道路環境が向上し、災害に対応できる安心して住めるまち」の形成 

３ 「住環境に潤いをもたらすみどり豊かなまち」の形成 

４ 「魅力的な景観が形成され、誇りや愛着が生まれ、住み続けたくなるまち」の形成 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保

全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 

本地区を地域特性に応じて以下のように区分し、地域特性に応じた土地利用の誘導を図る。 

１ 放射５号線沿道地区 ：中層の共同住宅や日常生活に必要な利便施設が主体となったまちなみの誘導を図るとともに、後背の

住宅地や玉川上水のみどりとの調和を考慮した景観の創出を図る。 

２ 一般住宅地Ａ地区  ：低層の戸建住宅が主体となった、ゆとりある住環境を維持するとともに、日常生活に必要な生活道路

の整備、玉川上水や放射５号線の車道と沿道敷地との間にある、自転車歩行者道と植樹帯等で構成さ

れた部分である環境施設帯（以下「環境施設帯」という。）につながるみどり豊かな住環境の創出を

図る。 

３ 一般住宅地Ｂ・Ｃ地区：中層の住宅が主体となった、玉川上水や周辺住宅地の環境に配慮したまちなみを形成する。 
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４ 大規模敷地Ａ地区   ：団地等の建替えに当たっては、環境空地の創出や周辺のまちなみとの調和に配慮し、みどり豊かな住 

環境に貢献する公共空地やまちなみの誘導を図る。 

５ 大規模敷地Ｂ地区  ：中層の住宅が主体となった、良好な住環境を維持するとともに、玉川上水や放射５号線の環境施設帯

につながるみどり豊かな住環境の創出を図る。 

６ 大規模敷地Ｃ地区  ：玉川上水のみどりや周辺住宅地との調和に配慮した工業地としての保全を図るとともに、建替え等に

際しては、計画の初期段階から区と協議を行うこととする等、玉川上水のみどりや周辺住宅地の環境

と調和した土地利用となるよう誘導を図る。  

７ 大規模敷地Ｄ地区  ：学校の建替え等に際しては、環境空地の創出や、玉川上水や周辺住宅地との調和に配慮したまちなみ

の創出を図る。 

８ 商店街地区     ：地域や周辺住民の交流の拠点となる久我山駅周辺の商店街からのにぎわいの連続性を踏まえながら、

住宅及び商業の立体的な土地利用の推進を図る。 

地区施設の整備の方針 

１ 周辺地域との道路ネットワークの充実を図るため、区画道路や通路を整備する。 

２ 玉川上水につながるみどりの充実を図るため、公園や環境緑地を維持・創出する。 

３ 安全で快適な歩行者空間を確保するため、敷地内に歩道状空地を整備する。 

建築物等の整備の方針 

１ 敷地の細分化を防ぎ、良好な住環境を維持・創出するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

２ 道路沿道の緑化、交通上の見通しの確保及び建て詰まり防止により、良好な住環境を維持・創出するため、壁面の位置の制限

を定める。 

３ 交差点部の見通しを確保するため、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。 

４ 玉川上水との調和や周辺住宅地の環境に配慮するため、建築物等の高さの最高限度を定める。 

５ 玉川上水のみどりや周辺環境と調和したまちなみを誘導するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

６ 玉川上水のみどりや周辺環境と調和したまちなみを誘導するため、看板等は刺激的な原色を避け、別に区が定めるガイドライ

ンに準じたものとなるよう努めることとする。また、看板等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

７ みどり豊かな良好な住環境の維持・創出や災害時の道路の閉塞防止のため、垣又はさくの構造の制限を定める。 

地
区
整
備
計
画 

位  置  杉並区久我山一丁目、久我山二丁目、久我山三丁目及び上高井戸二丁目各地内 

面  積  約３１．８ｈａ 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

種類 名称 幅員 延長 面積 備考 

道路 

区画道路１号 約７ｍ 約２６０ｍ － 既存 

区画道路２号 ４ｍ 約３０ｍ － 現道拡幅 

区画道路３号 約５ｍ 約７０ｍ － 既存 

通路 通路１号 約７ｍ 約１００ｍ － 既存 

歩道状空地 

歩道状空地１号 ２．５ｍ 約６１５ｍ － 新設 

歩道状空地２号 ２．３ｍ 約４６０ｍ － 新設 

歩道状空地３号 ２．５ｍ 約１８０ｍ － 新設 

歩道状空地４号 ２ｍ 約３２５ｍ － 新設（一部既存） 

公園 
公園１号 － － 約１，０５０㎡ 既存（兵庫橋公園） 

公園２号 － － 約３，０００㎡ 新設 

広場 広場１号 － － 約１，３４０㎡ 既存 



 

 

広場２号 － － 約３００㎡ 新設 

緑地 緑地１号 － － 約５０㎡ 新設 

環境緑地 
環境緑地１号 ２ｍ 約７１０ｍ － 新設 

環境緑地２号 １ｍ 約３１０ｍ － 新設 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の区分 
名称 

放射５号線 

沿道地区 

一般住宅地Ａ 

地区 

一般住宅地Ｂ 

地区 

一般住宅地Ｃ 

地区 

大規模敷地Ａ 

地区 

大規模敷地Ｂ 

地区 

大規模敷地Ｃ 

地区 
商店街地区 

面積 約１０．４ｈａ 約９．４ｈａ 約０．７ｈａ 約０．９ｈａ 約３．９ｈａ 約０．７ｈａ 約５．２ｈａ 約０．６ｈａ 

建築物の敷地面積の 

最低限度 

敷地面積の最低限度は、下記及び計画図３に示すとおりとする。 

１００㎡ １２０㎡ １００㎡ － 

１，０００㎡ 

（一部１００

㎡） 

１，０００㎡ 

（一部１００

㎡） 

１，０００㎡ 

 
－ 

ただし、地区計画の決定告示日において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存す

る所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を

一の敷地として使用する場合においては、当該規定は適用しない。 

なお、当該規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定

に適合するに至った土地に該当する場合は、この限りでない。 

壁面の位置の制限 

１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、計画図４に示す数値以上とする。また、地区計画の決定

告示日以降に築造等を行った、建築基準法第４２条第 1項に規定する道路及び同法第４３条第 1項ただし書に基づく許可に係る

通路について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、１．０ｍ以上とする。（一般住宅地Ｃ地区、

大規模敷地Ｃ地区及び商店街地区は除く。） 

ただし、当該規定に適合しない建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの 

（２）物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 

（３）自動車車庫等の部分で、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、周囲を囲わない構造であるもの 

（４）土地利用上、構造上支障がある敷地の建築物又は建築物の部分で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が無く、周囲の

環境に配慮したと区長が認めて許可したもので、あらかじめ建築審査会の同意を得たもの 

２ 建築基準法第４２条第 1項に規定する道路及び同法第４３条第 1項ただし書に基づく許可に係る通路が交差する角敷地（交差

により生じる内角が１２０度以上の場合を除く。）においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、敷地の隅を頂点とす

る二等辺三角形の底辺の長さが２ｍとなる線以上に後退させるものとする。 

３ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から

隣地との敷地境界線までの距離は、０．５ｍ

以上とする。ただし、当該規定に適合しない

建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さ

の合計が３ｍ以下であるもの 

（２）物置その他これに類する用途に供し、軒

― 

３ 建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から隣地との

敷地境界線までの距離は、

０．５ｍ以上とする。ただし、

当該規定に適合しない建築

物又は建築物の部分で、次の

いずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

― ― 



 

 

の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合

計が５㎡以内であるもの 

（３）自動車車庫等の部分で、軒の高さが  

２．３ｍ以下で、かつ、周囲を囲わない構造

であるもの 

（４）土地利用上、構造上支障がある敷地の建

築物又は建築物の部分で、交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障が無く、周囲の環境に

配慮したと区長が認めて許可したもので、あ

らかじめ建築審査会の同意を得たもの 

 

（１）外壁又はこれに代わる柱

の中心線の長さの合計が

３ｍ以下であるもの 

（２）物置その他これに類する

用途に供し、軒の高さが２．

３ｍ以下で、かつ、床面積の

合計が５㎡以内であるもの 

（３）自動車車庫等の部分で、

軒の高さが２．３ｍ以下で、

かつ、周囲を囲わない構造で

あるもの 

（４）土地利用上、構造上支障

がある敷地の建築物又は建

築物の部分で、交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障が

無く、周囲の環境に配慮した

と区長が認めて許可したも

ので、あらかじめ建築審査会

の同意を得たもの 

壁面後退区域における 

工作物の設置制限 

建築基準法第４２条第１項に規定する道路及び同法第４３条第１項ただし書に基づく許可に係る通路が交差する角敷地（交差に

より生じる内角が１２０度以上の場合を除く。）においては、敷地の隅を頂点とする二等辺三角形で底辺の長さが２ｍ以下となる

部分に、垣、さく、広告物、看板その他これらに類する交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。ただし、公益上必

要なものは、この限りでない。 

建築物等の高さの 

最高限度 

１３ｍ 

ただし、以下

の全てに適合

するものは、

１７ｍまでと

することがで

きる。 

（１）敷地面

積が５００

㎡以上 

（２）建築物

の外壁又は

これに代わ

る柱の面か

― １３ｍ ― ２０ｍ ２０ｍ 

１ 放射５号

線計画線か

ら２０ｍ以

内は１３ｍ。 

ただし、以下

の全てに適

合するもの

は、１７ｍま

でとするこ

とができる。 

（１）敷地面

積が５００

㎡以上 

（２）建築物

― 



 

 

ら隣地との

敷地境界線

までの距離

が１．５ｍ

以上 

（３）以下の

敷地面積に

応じた幅員

の歩道状空

地を道路境

界 線 沿 い

（放射５号

線沿いを除

く。）に設

けること 

①敷 地 面 積 

１，０００

㎡未満の場

合は、幅員

１．０ｍ以

上 

②敷 地 面 積 

１，０００

㎡以上３，

０００㎡未

満 の 場 合

は、幅員１．

５ｍ以上 

③敷 地 面 積

３，０００

㎡以上の場

合は、幅員

２．０ｍ以

上 

の外壁又は

これに代わ

る柱の面か

ら隣地との

敷地境界線

までの距離

が１．５ｍ

以上 

（３）以下の

敷地面積に

応じた幅員

の歩道状空

地を道路境

界 線 沿 い

（放射５号

線沿いを除

く。）に設

けること 

① 敷 地 面 積

１，０００

㎡未満の場

合は、幅員

１．０ｍ以

上 

② 敷 地 面 積

１，０００

㎡以上３，

０００㎡未

満 の 場 合

は、幅員１．

５ｍ以上 

③敷 地 面 積

３，０００

㎡以上の場

合は、幅員

２．０ｍ以

上 



 

 

 

２ 放射５号

線計画線か

ら２０ｍ以

遠は２０ｍ。 

 

３ 上記の各

規定は、以下

のいずれか

に適合する

場合は適用

しない。 

 

（１）地区計画

の決定告示

日において、

現に存する

建築物等又

は現に建築、

修繕若しく

は模様替の

工事中の建

築物等で、

当該規定に

適合しない

部分を有す

るもの（以下

「既存不適

格建築物」と

いう。）につ

いて、その建

築物等が存

する敷地で、

新築、増築、

改築、大規模

な修繕又は

模様替（以下



 

 

「新築等」と

いう。）を行

う場合で次

の全てに該

当すると区

長が認めた

とき  

①新築等を行

った建築物

等の最高の

高さが既存

不適格建築

物の最高の

高さを越え

ないこと  

②新築等を行

った建築物

等の当該規

定に適合し

な い 部 分

が、既存不

適格建築物

の当該部分

と同程度の

規模及び形

状であるこ

と 

（２）玉川上

水のみどり

や周辺の住

環境との調

和 に 配 慮

し、交通上、

安全上、防

災上及び衛

生上支障が

無いと区長



 

 

が認めて許

可した建築

物で、あら

かじめ、建

築審査会の

同意を得た

もの 

建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限 

１ 建築物の屋根、外壁及び建築物に附属する工作物（以下「建築物等」という。）の色彩は、杉並区景観計画の水とみどりの景

観形成重点地区（玉川上水沿い周辺地区）の景観形成基準に定める色彩基準に適合したものとする。また、建築物等の形態や意

匠は、周囲と調和したものとする。 

２ 広告塔、広告板その他これらに類するもの（以下「看板等」という。）の設置に関する基準は次に掲げるものとする。 

（１）玉川上水のみどりや周辺環境と調和したものとする。 

（２）表示面積の１／３を超えて使用できる色

彩は、次に掲げる色彩基準の中から使用す

ることとする。なお、色相及び彩度の色彩

に関する表示については、日本工業規格Ｚ

８７２１に定められた基準とする。 

①色相が０．０Ｒ～５．０Ｙにおいて、彩度 

８以下の色彩 

②その他の色相において、彩度６以下の色彩 

 

（３）点滅する光源、赤色若しくは黄色の光源

又は露出した光源は、使用しないこととす

る。 

（２）放射５号

線に面する

部分におい

ては、表示面

積の１／３

を超えて使

用できる色

彩は、次に掲

げる色彩基

準の中から

使用するこ

ととする。 

なお、色相及

び彩度の色

彩に関する

表示につい

ては、日本工

業規格Ｚ８

７２１に定

められた基

準とする。 

①色相が０．０

Ｒ～５．０Ｙ

において、彩

度８以下の

（２）表示面積の１／３を超

えて使用できる色彩は、次

に掲げる色彩基準の中から

使用することとする。なお、

色相及び彩度の色彩に関す

る表示については、日本工

業規格Ｚ８７２１に定めら

れた基準とする。 

①色相が０．０Ｒ～５．０Ｙ

において、彩度８以下の色

彩 

②その他の色相において、彩

度６以下の色彩 

 

（３）点滅する光源、赤色若

しくは黄色の光源又は露出

した光源は、使用しないこ

ととする。 

（２）設置で

き る 看 板

等は、自家

用 の も の

とする。 

 

（３）以下に

該当する部

分には看板

等を設置し

ないことと

する。 

①建築物等の

最上階の屋

上 

②最上階が階

段室等の場

合は、その

壁面及び下

階の屋上 

 

（４）表示面

積の１／３

を超えて使

用できる色

（２）以下に該

当する部分

には看板等

を設置しな

いこととす

る。 

①建築物等の

最上階の屋

上 

②最上階が階

段室等の場

合は、その壁

面及び下階

の屋上 

 

（３）放射５号

線に面する

部分におい

ては、表示面

積の１／３

を超えて使

用できる色

彩は、次に掲

げる色彩基

準の中から



 

 

色彩 

②その他の色

相において、

彩度６以下

の色彩 

 

（３）放射５号

線に面する

部分におい

ては、点滅す

る光源、赤色

若しくは黄

色の光源又

は露出した

光源は、使用

しないこと

とする。 

彩は、次に

掲げる色彩

基準の中か

ら使用する

こ と と す

る。なお、

色相及び彩

度の色彩に

関する表示

に つ い て

は、日本工

業規格Ｚ８

７２１に定

められた基

準とする。 

①色相が０．

０Ｒ～５．

０Ｙにお

いて、彩度

８以下の

色彩 

②その他の

色相にお

いて、彩度

６以下の

色彩 

 

（５）点滅す

る光源、赤

色若しくは

黄色の光源

又は露出し

た光源は、

使用しない

こととす

る。 

 

使用するこ

ととする。 

なお、色相及

び彩度の色

彩に関する

表示につい

ては、日本工

業規格Ｚ８

７２１に定

められた基

準とする。 

①色相が０．０

Ｒ～５．０Ｙ

において、彩

度８以下の

色彩 

②その他の色

相において、

彩度６以下

の色彩 

 

（４）放射５号

線に面する

部分におい

ては、点滅す

る光源、赤色

若しくは黄

色の光源又

は露出した

光源は、使用

しないこと

とする。 



 

 

※は知事協議事項 

「区域、地区の区分、地区施設の配置、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度は、計画図表示のとおり」 

 

理 由 ： 地域の環境に配慮して整備される幹線道路であり「東京都防災都市づくり推進計画」の骨格防災軸にも位置付けられた放射５号線の整備に伴う新たな道路

環境に即した適正な土地利用や、土地区画整理事業を施行すべき区域が地区の東西に指定された後背の住宅地の土地利用等、本地区における従来からの課題

に対応した、一体的・総合的なまちづくりを進めるため、地区計画を決定する。 

 

 

 

垣又はさくの構造の 

制限 

道路との境界に設ける垣又はさくは、生け垣や透視可能なものとする。ただし、コンクリート造、ブロック造、石造等の構造で、

地盤面からの高さが１．０ｍ以下のものは、この限りでない。 

 

土地の利用に関する事項 

１ 環境緑地は、原則として計画図２に示す範囲に対し、その長さの７．５／１０（環境緑地 1号）及び７／１０（環境緑地２号）

を超える部分を緑化するものとし、道路や通路の見通しや敷地の開放性を妨げない範囲で良好な景観となるよう植栽を行うもの

とする。ただし、出入り口が確保できない場合等、やむを得ない理由があるときは、敷地内に同等の緑化を行うことでこれに代

えることができる。 

２ 大規模な敷地での建替え等に際しては、「杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱」の遵守に努めると

ともに、計画の初期段階から区と協議を行うよう努める。 

３ 玉川上水につながるみどりの連続性を確保し、みどり豊かな潤いのあるまちなみを形成するため、地区内の建築物の敷地等に

ついては、接道部緑化等積極的な緑化の推進に努める。また、大規模な建築物の建替え等に当たっては、敷地内に一定規模の緑

地を確保する等、まとまった緑化空間の創出に努める。 

４ この地域の歴史を将来に伝えるため、庚申塚等の保全に努める。 


